
あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付要綱 

 

 (趣旨) 

第１条 この要綱は、市民が快適に住み続けられる住環境の向上、地域経済の活性化

及び定住促進を目指すこと並びに空き家の発生を抑制するため、市内業者に発注

して行う住宅リフォームに要する経費に対して、予算の範囲内であさ暮らし住宅

リフォーム補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、朝倉市補

助金等交付規則（平成１８年朝倉市規則第４４号）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物で、市内に存するものをいう。 

（２） 併用住宅 一の建築物に自己の居住の用に供する部分及び店舗又は事務

所の用に供する部分があり、それらが一体として利用される建築物で、市内

に存するものをいう。 

（３） 空き家 個人住宅又は併用住宅であって、現に使用されていないものを

いう。 

（４） 住宅リフォーム 建築物の維持及び機能向上を目的として当該建築物及

び付帯設備の改修、増築等を行う工事で、市長が認めるものをいう。 

（５） 市内業者 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは支

店を有する法人をいう。 

（６） 市内居住者 補助金交付申請時において市の住民基本台帳に記録されて

いる者をいう。 

（７） 市内居住予定者 補助金交付申請日の属する年度中に市の住民基本台帳

に記録される予定の者をいう。 

（８） ３世代世帯 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」とい

う。）の直系血族及び直系姻族３世代の者が市の住民基本台帳に記録されて

いる世帯をいう。 

（９） 加算対象者 補助金交付申請日から起算して 1 年以内に補助対象者の属



する世帯に転入した者であって、転入日以前３年以内の期間において、市の

住民基本台帳に記録されていないものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

（１） 市内居住者（３世代世帯、転入後１年未満の者又は空き家へ転居する

者）又は市内居住予定者 

（２） 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）の所

有者又はそれに準ずる者であると市長が認めるもの。 

（３） 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）及びその

同一世帯に属する者全員について、市税等の滞納がないこと。 

（４） 申請者及びその同一世帯に属する者全員が、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号)第２条第６号に規定する暴力

団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しく

は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（補助対象住宅） 

第４条 補助対象住宅は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

（１） 個人住宅又は併用住宅 

（２） 適法に建築がされ、住宅リフォームを実施する住宅 

（３） この要綱による補助金の交付を受けたことがない住宅 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対

象住宅に係る住宅リフォームで、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

（１） 住宅リフォームに要する費用（併用住宅に係る住宅リフォームについて

は、自己の居住の用に供する部分に要する費用に限る。）の額（消費税及び

地方消費税相当額を除く。）が１０万円以上であること。 

（２） 補助金交付決定前に住宅リフォームに着手していないこと。 

（３） 補助金交付決定の日の属する年度の３月１９日（その日が閉庁日に当た

る場合は直前の開庁日）までに第１２条の規定による報告書の提出ができる

こと。 

（４） 市内業者が施工するものであること。 



（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用の額（消費税及び地方消費税相当 

額を含む。）の１０パーセントに相当する額（１，０００円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り捨てた額）とし、３０万円を限度とする。 

２ 申請者の属する世帯においては、加算対象者１人につき５パーセントを前項に掲

げる率に加算することができる。 

（他の住宅補助制度との併用の取扱い） 

第７条 この要綱による補助金は、他の住宅補助制度を優先するものとし、その対象

となった費用について重複して補助金を交付することはできないものとする。た

だし、市長がこの要綱による補助金の交付を適当と認める場合については、この

限りではない。 

（補助金の交付申請） 

第８条 申請者は、住宅リフォームの着手前にあさ暮らし住宅リフォーム補助金交付

申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

（１） 世帯全員の住民票（発行日から１箇月以内のものに限る。３世代世帯で

ある場合は、当該世帯全員の住民票）。ただし、市内居住予定者においては、

交付決定の日の属する年度の末日までに提出するものとする。 

（２） 世帯全員の市税等の滞納がないことの証明書（発行日から３箇月以内の

ものに限る。） 

（３） 住宅リフォームを行う住宅の所有者が分かる書類（発行日から３箇月以

内のものに限る。） 

（４） 補助対象工事の見積書の写し（工事の詳細が分かるもの） 

（５） 補助対象工事の内容がわかる図面等 

（６） 補助対象住宅の位置図 

（７） 補助対象工事施工箇所の着工前の写真 

（８） 市内居住者・市内居住予定者に関する調書（様式第２号） 

（９） 同意書（様式第３号） 

（１０） 委任状（様式第４号）（補助対象住宅の所有者と申請者が異なる場

合） 



（１１） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び通知） 

第９条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付の可否について、あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付（不交付）

決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条

件を付すことができる。 

（変更の申請） 

第１０条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「決定者」とい

う。）は、交付決定を受けた後に交付決定を受けた内容を変更しようとす 

るときは、あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付変更等承認申請書（様式第６号。 

以下「変更申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ 

ならない。 

（１） 変更後の補助対象工事の見積書の写し 

（２） 変更後の補助対象工事の内容がわかる図面等 

（３） 工事内容の変更予定箇所の写真 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の変更決定） 

第１１条 市長は、前条の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、変更等承認の可否について、あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付決定

変更等通知書（様式第７号）により決定者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により市長が変更等を承認した場合における補助金の額は、第９条第

１項の規定により通知した補助金の交付決定額の範囲内とする。 

（住宅リフォーム工事着手届及び完了実績報告書の提出） 

第１２条 決定者は、あさ暮らし住宅リフォーム補助対象工事着手届（様式第８号。

以下「着手届」という。）に補助対象工事の請負契約書の写しを添えて速やかに

市長に提出しなければならない。 

２ 決定者は、住宅リフォーム後速やかに、あさ暮らし住宅リフォーム工事完了実績

報告書（様式第９号。以下「報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 



（１） 補助対象工事の領収書の写し（補助対象工事とこれ以外の工事が区分さ

れたもの） 

（２） 補助対象工事施工管理写真（同一箇所について、施工前、施工中及び施

工後が確認できるもの) 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、報告書の提出を受けたときは、これを審査し、必要に応じ現地を

調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助

金の額を確定し、あさ暮らし住宅リフォーム補助金確定通知書（様式第１０号）

により決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１４条 決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、あさ暮らし住宅リフォ

ーム補助金請求書（様式第１１号）により補助金の請求をするものとする。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第１５条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１） 着手届を正当な理由なく速やかに提出しないとき。 

（２） 虚偽の申請その他不正な手段により補助金交付の決定を受けたとき。 

（３） 関係法令又はこの要綱に違反したとき。 

（４） その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消したときは、既に交付され

た補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。 

 （書類の保管） 

第１６条 決定者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後

５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第１７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年朝倉市告示第２９７号） 



この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

附 則（令和８年朝倉市告示第   号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


